
告

示

大
規
模
小
売
店
舗
に
係
る
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

肥
料
の
登
録
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

肥
料
の
登
録
の
失
効
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

正

誤

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
付
け
大
分
県
報
第
二
八
四
四
号
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
五
号
（
道
路
の
供

用
開
始
）
中
の
訂
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
四
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
中
津
店

中
津
市
大
字
蛎
瀬
千
百
五

外
四
十
三
筆

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

株
式
会
社
九
州
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

代
表
取
締
役

坂

下

陽

一

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二
十
号

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

株
式
会
社
九
州
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ

代
表
取
締
役

坂

下

陽

一

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二
十
号

３

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
七
日

４

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

四
千
平
方
メ
ー
ト
ル

５

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

建
物
北
東
側
及
び
南
西
側

二
百
十
一
台

㈡

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

建
物
東
側

二
十
八
台

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

建
物
西
側

百
十
二
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

廃
棄
物
保
管
施
設
№
一

建
物
西
側

五
十
一
・
四
八
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
施
設
№
二

建
物
西
側

二
十
一
・
〇
六
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

七
十
二
・
五
四
立
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

一
箇
所

店
舗
敷
地
北
側

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 金 曜 日 ）

第
二
八
四
八
号

一
月
二
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
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〰
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〰
〰
〰
〰

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

２

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
二
日
ま
で

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九

年
五
月
二
十
二
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

（
以
下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
北
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
四
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ゆ
め
マ
ー
ト
中
津

中
津
市
大
字
永
添
六
百
三

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ス
ー
パ
ー
大
栄

代
表
取
締
役

松

島

三

秋

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
西
区
中
須
一
丁
目
一
番
七
号

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

⑴

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

変
更
前

荷
さ
ば
き
施
設
№
一

ゆ
め
マ
ー
ト
棟
建
物
北
東
側

三
百
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
№
二

ゆ
め
マ
ー
ト
棟
建
物
北
側

四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

三
百
五
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

荷
さ
ば
き
施
設
№
一

ゆ
め
マ
ー
ト
棟
建
物
北
東
側

三
百
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
№
二

ゆ
め
マ
ー
ト
棟
建
物
北
側

四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
№
三

ロ
ー
ソ
ン
棟
建
物
東
側

二
十
二
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

合
計

三
百
七
十
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

⑵

廃
棄
物
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

変
更
前

廃
棄
物
保
管
施
設
№
一

ゆ
め
マ
ー
ト
棟
建
物
北
東
側

九
・
八
八
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
施
設
№
二

ゆ
め
マ
ー
ト
棟
建
物
北
東
側

十
二
・
三
四
立
方
メ
ー
ト

ル廃
棄
物
保
管
施
設
№
三

ゆ
め
マ
ー
ト
棟
建
物
北
東
側

二
十
五
・
七
八
立
方
メ
ー

ト
ル

合
計

四
十
八
立
方
メ
ー
ト
ル

変
更
後

廃
棄
物
保
管
施
設
№
一

ゆ
め
マ
ー
ト
棟
建
物
北
東
側

九
・
八
八
立
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
保
管
施
設
№
二

ゆ
め
マ
ー
ト
棟
建
物
北
東
側

十
二
・
三
四
立
方
メ
ー
ト

ル廃
棄
物
保
管
施
設
№
三

ゆ
め
マ
ー
ト
棟
建
物
北
東
側

二
十
五
・
七
八
立
方
メ
ー

ト
ル

廃
棄
物
保
管
施
設
№
四

ロ
ー
ソ
ン
棟
建
物
北
西
側

二
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル

合
計

五
十
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

⑴

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前

ゆ
め
マ
ー
ト
中
津

開
店
時
刻

午
前
八
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

変
更
後

ゆ
め
マ
ー
ト
中
津

開
店
時
刻

午
前
八
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

ロ
ー
ソ
ン
中
津
永
添
店

二
十
四
時
間
営
業

⑵

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
十
五
分
ま
で

変
更
後

午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
十
五
分
ま
で
（
一
部
二
十
四
時
間
）

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
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登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

登

録

年
月
日

大
分
県
肥
第

一
一
一
四
号

副
産
植
物

質
肥
料

醗
酵
副

産
肥
料

Ｍ

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

該
当
な
し

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
二
八
・

七
・

五

大
分
県
肥
第

一
一
一
五
号

混
合
有
機

質
肥
料

混
合
有

機
質
肥

料
Ｍ
三

三
一

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項

は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
二
八
・

九
・
二
六

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

登
録
有
効

期

限

大
分
県
肥
第

一
三
号

生
石
灰

八
〇
・

〇
生
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

八
〇
・
〇

該
当
な
し

太
陽
化
学
工
業
株
式

会
社

津
久
見
市
中
町
五
番

三
一
号

平
三
四
・

八
・

九

大
分
県
肥
第

一
四
号

消
石
灰

六
〇
・

〇
消
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

六
〇
・
〇

該
当
な
し

太
陽
化
学
工
業
株
式

会
社

津
久
見
市
中
町
五
番

三
一
号

平
三
四
・

八
・

九

⑶

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

変
更
前

駐
車
場
敷
地
南
側

一
箇
所

駐
車
場
敷
地
西
側

一
箇
所

合
計

二
箇
所

変
更
後

駐
車
場
敷
地
南
側

一
箇
所

駐
車
場
敷
地
西
側

一
箇
所

駐
車
場
敷
地
南
側
西
寄
り

一
箇
所

駐
車
場
敷
地
西
側
南
寄
り

一
箇
所

合
計

四
箇
所

⑷

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

荷
さ
ば
き
施
設
№
一
〜
№
二

二
十
四
時
間

変
更
後

荷
さ
ば
き
施
設
№
一
〜
№
三

二
十
四
時
間

４

変
更
す
る
年
月
日

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
二
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九

年
五
月
二
十
二
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

（
以
下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
北
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
四
十
八
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
を
登

録
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
四
十
九
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



大
分
県
肥
第

一
〇
四
二
号

混
合
有

機
質
肥

料

混
合
有

機
質
肥

料
五
―

四

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
二
・
二
七

大
分
県
肥
第

一
〇
四
三
号

混
合
有

機
質
肥

料

粒
状
混

合
有
機

質
肥
料

六
六
〇

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
二
・
二
七

大
分
県
肥
第

一
〇
七
七
号

混
合
有

機
質
肥

料

く
み
あ

い
は
っ

こ
う
米

ぬ
か
入

り
混
合

有
機
質

肥
料
二

号

窒
素
全
量

二
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

菱
東
肥
料
株
式
会
社

大
分
市
豊
海
三
丁
目

三
番
一
号

平
三
一
・

九
・
二
三

大
分
県
肥
第

一
〇
七
八
号

混
合
有

機
質
肥

料

混
合
有

機
質
肥

料
五
二

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
七
九
号

魚
廃
物

加
工
肥

料

魚
廃
物

加
工
肥

料
四
・

五
―
二

窒
素
全
量

四
・
五

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
〇
号

魚
廃
物

加
工
肥

料

魚
廃
物

加
工
肥

料
六
六

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
一
号

魚
廃
物

加
工
肥

料

魚
廃
物

加
工
肥

料
七
一

窒
素
全
量

七
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
二
号

混
合
有

機
質
肥

料

混
合
有

機
質
肥

料
五
七

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

七
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
三
号

混
合
有

機
質
肥

料

混
合
有

機
質
肥

料
六
六

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
四
号

混
合
有

機
質
肥

料

混
合
有

機
質
肥

料
四
三

窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
五
号

混
合
有

機
質
肥

料

混
合
有

機
質
肥

料
六
三

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
八
六
号

混
合
有

機
質
肥

料

混
合
有

機
質
肥

料
八
三

窒
素
全
量

八
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
〇
・
二
六

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



大
分
県
肥
第

一
〇
八
七
号

混
合
有

機
質
肥

料

混
合
有

機
質
肥

料
八
六

窒
素
全
量

八
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
〇
・
二
六

大
分
県
肥
第

一
〇
九
六
号

混
合
有

機
質
肥

料

混
合
有

機
質
肥

料
五
二

特
号

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
二
・

四

大
分
県
肥
第

一
〇
九
七
号

混
合
有

機
質
肥

料

ぼ
か
し

入
り
混

合
有
機

質
肥
料

五
三
一

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

加
里
全
量

一
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
三
一
・

一
二
・

四

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保

証

成
分
量

（
％
）

そ
の
他

の
規
格

生
産
業
者
の

氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

失

効

年
月
日

大
分
県
肥
第

一
〇
二
一
号

副
産
植

物
質
肥

料

醗
酵
副

産
肥
料

窒
素
全
量

一
・
五

加
里
全
量

九
・
〇

該
当
な
し

昭
和
化
成
肥
料
株
式

会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
二
八

九
・
二
五

大
分
県
肥
第

一
〇
六
五
号

混
合
有

機
質
肥

く
み
あ

い
は
っ

こ
う
米

ぬ
か
入

り
混
合

窒
素
全
量

二
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

菱
東
肥
料
株
式
会
社

大
分
市
豊
海
三
丁
目

平
二
八
・

七
・
一
八

料

有
機
質

肥
料
一

号

加
里
全
量

一
・
〇

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

三
番
一
号

大
分
県
肥
第

一
〇
八
八
号

配
合
肥

料

片
倉
配

合
六
三

二

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

内
く
溶
性
り

ん
酸

一
・
一

加
里
全
量

二
・
〇

内
く
溶
性
加

里一
・
二

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ

株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九

段
北
一
丁
目
八
番
一

〇
号

平
二
八

一
二
・

二

大
分
県
肥
第

一
〇
八
九
号

炭
酸
カ

ル
シ
ウ

ム
肥
料

誠
信
粒

状
炭
酸

苦
土
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

誠
信
産
業
株
式
会
社

岐
阜
県
羽
島
市
足
近

町
南
宿
一
五
六
番
地

一

平
二
八

一
二
・

一

大
分
県
肥
第

一
〇
九
〇
号

炭
酸
カ

ル
シ
ウ

ム
肥
料

誠
信
炭

酸
苦
土

石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

誠
信
産
業
株
式
会
社

岐
阜
県
羽
島
市
足
近

町
南
宿
一
五
六
番
地

一

平
二
八

一
二
・

一

大
分
県
肥
第

一
〇
九
二
号

炭
酸
カ

ル
シ
ウ

ム
肥
料

南
星
粒

状
炭
酸

苦
土
石

灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

南
星
産
業
株
式
会
社

奈
良
県
大
和
郡
山
市

発
志
院
町
三
七
八
番

地

平
二
八

一
二
・

一

大
分
県
肥
第

一
〇
九
三
号

炭
酸
カ

ル
シ
ウ

ム
肥
料

南
星
炭

酸
苦
土

石
灰

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

そ
の
他
の
制
限

事
項
は
公
定
規

格
の
と
お
り

南
星
産
業
株
式
会
社

奈
良
県
大
和
郡
山
市

発
志
院
町
三
七
八
番

地

平
二
八

一
二
・

一

大
分
県
肥
第

一
〇
九
五
号

乾
燥
菌

体
肥
料

四
・
五

菌
体
肥

料
一
号

窒
素
全
量

四
・
五

り
ん
酸
全
量

八
・
五

含
有
を
許
さ
れ

る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ

の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

株
式
会
社
ア
ク
ト
化

成宇
佐
市
大
字
南
宇
佐

一
三
七
六
番
地
の
二

平
二
八
・

八
・

八

大
分
県
告
示
第
五
十
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の

登
録
は
失
効
し
た
。

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

三

下

右
か
ら
一
六

三
四
二
八
番
八

三
四
八
二
番
八

〇
正

誤

平
成
二
十
九
年
一
月
六
日
付
け
大
分
県
報
第
二
八
四
四
号
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
五
号
（
道
路
の
供
用

開
始
）
中
の
訂
正

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

大
分
県
報
（
正
誤
）

六


